
借
り
曲
の
唯
一
の
伝
存
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

二
　
「
神
師
」
と
「
神
随
」

狭
野
神
舞
「
神
師
」
と
祓
川
神
舞
「
神
随
」
は
、
ど
ち
ら
も
「
カ
ン
ス
イ
」
と
呼
び
、
抜

身
の
刀
を
持
っ
て
舞
う
。
両
神
舞
と
も
太
刀
（
剣
）
・
鉾
・
長
刀
等
の
武
具
を
採
り
物

と
す
る
舞
が
多
い
が
、
刀
舞
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
「
神
師
」
「
神
随
」
で
あ

る
。
祓
川
神
舞
の
「
神
随
」
は
、
神
楽
の
本
祭
以
外
に
も
、
そ
の
前
夜
の
内
祭
に
神
楽

宿
で
舞
わ
れ
る
他
、
元
旦
の
霧
島
東
神
社
の
歳
旦
祭
・
一
月
八
日
の
御
初
祓
い
の
行

事
・
春
秋
の
彼
岸
等
の
折
り
に
舞
わ
れ
る
。
又
、
祓
川
集
落
の
屋
主
が
亡
く
な
っ
た

時
に
は
、
通
夜
の
晩
に
遺
体
の
前
で
「
神
随
」
を
舞
う
慣
わ
し
に
な
っ
て
い
る
。

歳
旦
祭
の
様
子
を
記
す
と
、
午
前
一
時
、
霧
島
東
神
社
の
幣
殿
に
祭
の
奉
仕
者
が

着
座
。
宮
司
の
祝
詞
奏
上
の
後
、
「
神
随
」
が
幣
殿
の
板
の
間
で
舞
わ
れ
る
。
白
衣
・

青
袴
の
舞
人
が
鈴
と
真
剣
を
持
っ
て
舞
う
。
四
人
が
互
い
に
内
側
に
向
き
合
い
、
真

剣
を
正
眼
に
構
え
て
神
歌
が
あ
る
。
神
歌
を
最
初
に
詠
う
の
は
、
オ
ン
ズ
と
呼
ば
れ

る
舞
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
る
。
そ
の
神
歌
は
、

○
あ
ら
た
ま
る
年
の
初
め
の
門
松
は

君
に
ち
と
せ
の
ゆ
づ
り
葉
の
松

と
い
う
も
の
で
、
い
か
に
も
正
月
に
ふ
さ
わ
し
い
祝
言
歌
で
あ
る
。
正
月
初
の
歌

と
し
て
歳
旦
祭
の
「
神
随
」
の
時
の
み
詠
わ
れ
る
。

こ
の
神
歌
は
、
諸
方
の
神
楽
歌
に
数
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
福
岡

県
求
菩
提
山
な
ど
北
九
州
の
田
遊
び
や
東
海
地
方
の
田
遊
び
に
類
歌
を
見
出
す
事
が

で
き
る
。
初
春
の
予
祝
行
事
・
芸
能
で
あ
る
田
遊
び
と
神
楽
は
、
神
歌
の
上
で
互
い

に
交
渉
し
あ
っ
て
い
る
事
が
多
い
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
本
来
、
神
楽
歌

で
あ
っ
た
も
の
が
、
田
遊
び
歌
謡
に
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
神
師
」
「
神
随
」
と
同
系
の
刀
舞
は
、
宮
崎
県
西
都
市
の
銀
鏡
神
楽
で
は
「
聖
で

椎
葉
神
楽
で
は
「
か
ん
す
い
」
「
か

名
が
あ
り
、
高
千
穂
神
楽
で
は
「

照
一l

い
」
「
か
ん
し
い
」
「
か
ん
し
ん
」
等
四
通
り
の
曲

行
わ
れ
て
い
る
球
磨
神
楽
で
は
「
神
師
」

と
い
う
。
熊
本
県
人
吉
市
と
球
磨
郡

と
い
い
、
福
岡
県
の
豊
前
神
楽
で
は

と
い
う
等
、
九
州
で
は
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
刀
舞
と
な
っ
て
い
る
。
曲
名
と
し
て
も

古
く
、
す
で
に
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
の
『
加
治
木
御
日
記
』
に
「
神
師
一
座
」
と
見

え
て
お
り
、
立
願
成
就
の
神
楽
と
し
て
舞
わ
れ
た
（
前
出
　
（
史
料
九
）
　
参
照
）
。

江
戸
時
代
の
「
神
師
」
の
様
子
を
示
す
も
の
と
し
て
、
狭
野
の
岩
元
家
文
書
「
舞
座
敷

御
広
め
願
」
が
参
考
に
な
る
。
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
七
月
、
狭
野
権
現
別
当
の
神

徳
院
は
、
社
頭
の
舞
殿
が
殊
の
外
狭
く
、
社
人
達
が
抜
身
の
刀
を
持
っ
て
神
楽
を
舞

う
の
で
危
険
で
あ
る
事
な
ど
を
理
由
に
、
舞
座
の
拡
張
を
寺
社
奉
行
所
に
願
い
出
た
。

そ
の
口
上
書
（
写
）
の
大
意
を
次
に
示
す
。

狭
野
権
現
社
頭
の
舞
殿
の
舞
座
は
従
来
、
四
敷
三
間
で
あ
っ
た
。
神
事
の
時
に
社

人
達
が
抜
身
の
刀
を
持
っ
て
四
人
相
並
び
、
舞
神
楽
を
行
う
の
で
、
四
敷
三
間
で
は

殊
の
外
狭
く
、
何
と
か
勤
め
て
き
た
。
そ
れ
故
、
自
然
と
怪
我
の
用
心
の
た
め
鼓
や

笛
な
ど
の
役
の
者
五
、
六
人
は
舞
座
の
隅
へ
随
分
と
身
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
れ
以
外

に
舞
座
に
詰
め
て
い
る
筈
の
社
人
達
は
舞
座
が
狭
い
の
で
、
仕
方
な
く
御
供
所
へ
引

き
退
い
て
畏
ま
っ
て
い
る
。
舞
を
勤
め
る
者
は
舞
の
半
ば
に
神
歌
を
唱
え
る
が
、
舞

人
ば
か
り
で
は
、
中
々
声
が
続
か
ず
、
詰
め
て
い
る
社
人
が
助
音
す
る
の
で
あ
る
が
、

舞
座
に
詰
め
て
い
る
者
が
多
い
の
で
、
仕
方
な
く
鼓
・
笛
な
ど
の
役
の
者
が
助
音
し

て
い
る
。
笛
な
ど
を
止
め
て
助
音
す
る
の
で
、
特
に
助
音
が
続
か
な
い
。
刀
舞
で
あ

る
た
め
、
怪
我
の
心
配
が
あ
る
の
で
舞
座
を
広
げ
て
下
さ
る
よ
う
に
以
前
か
ら
毎
回

お
願
い
申
し
上
げ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
享
保
元
年
の
霧
島
山
の
噴
火
に
よ
っ
て
、
社

頭
が
残
ら
ず
焼
失
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
後
、
御
再
興
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
時
、
当

寺
の
先
々
住
園
清
の
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ま
で
通
り
舞
座
は
四
敷
四
間

三
間
で
あ
る
。
刀
舞
で
怪
我
の
心
配
も
あ
る
事
な
の
で
、
此
の
節
よ
り
舞
座
敷
を
六

敷
三
間
三
尺
に
広
げ
て
造
立
を
お
願
い
し
た
い
。

右
の
口
上
書
は
断
簡
で
あ
る
た
め
、
全
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
翌
一
一
年
五
月
一

四
日
付
で
寺
社
奉
行
所
の
許
し
が
出
て
い
る
。
そ
の
許
状
の
写
し
に
よ
る
と
、
舞
座

敷
の
広
め
ば
か
り
で
な
く
、
向
拝
の
造
立
も
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る
。
抜
身
の
刀

を
持
っ
て
四
人
相
並
ん
で
舞
う
神
楽
の
曲
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
　
「
神
師
」

で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
祈
祷
の
神
楽
と
し
て
内
侍
舞

と
l
共
に
舞
殿
で
舞
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

「
神
師
」
「
神
随
」
に
は
曲
芸
的
な
動
作
は
な
い
が
、
狭
野
神
舞
の
「
一
人
叙
」
「
本
叙
」

「
踏
叙
」
、
祓
川
神
舞
の
「
叙
」
「
中
人
（
十
二
人
叙
）
」
「
納
（
御
花
神
随
）
」
な
ど
、
刀
を
用

い
て
の
舞
に
は
跳
躍
性
に
富
む
速
い
テ
ン
ポ
で
勇
壮
活
発
な
舞
が
多
い
。
祓
川
神
舞

で
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
「
中
人
（
十
二
人
叙
）
」
は
、
舞
前
に
支
度
部
屋
で
宮
司
に

ょ
る
厳
粛
な
お
祓
い
を
受
け
、
「
六
根
清
浄
の
祓
」
で
真
剣
を
清
め
る
な
ど
、
明
ら
か

に
他
曲
と
は
別
格
の
扱
い
で
あ
る
。
一
二
人
の
舞
人
が
錫
（
輪
鈴
）
と
真
剣
を
持
っ
て

躍
動
的
で
激
し
い
動
き
を
み
せ
る
が
、
ス
キ
ッ
プ
し
て
駆
け
足
で
大
き
く
輪
に
な
っ

て
廻
っ
た
り
、
二
列
に
な
っ
て
四
方
に
舞
っ
た
り
、
交
差
し
た
り
、
ま
た
対
角
線
に
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も
入
れ
替
わ
る
な
ど
様
々
に
隊
形
を
変
え
る
こ
の
舞
は
、
雄
大
勇
壮
で
圧
倒
的
な
迫

力
に
満
ち
、
祓
川
神
舞
の
白
眉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
舞
い
方
は
南
九
州
の
神
楽
を
特

色
付
け
て
い
る
が
、
こ
れ
を
現
在
最
も
具
現
し
て
い
る
の
が
高
原
神
舞
で
あ
る
と
い

）

っ
て
よ
い
佃
。

三
　
高
原
神
舞
の
特
色
と
価
値

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
、
本
報
告
書
の
随
所
に
示
さ
れ
て

い
る
が
、
最
後
に
、
高
原
神
舞
の
特
色
と
価
値
に
焦
点
を
当
て
て
整
理
し
、
総
括
し

て
お
き
た
い
。
以
下
、
箇
条
書
き
で
示
す
。

（
一
）
　
旧
薩
摩
藩
領
の
神
舞
の
様
式
を
最
も
よ
く
伝
え
て
い
る
事
。
鹿
児
島
県
の
神

舞
の
殆
ど
が
衰
退
し
て
い
る
今
日
、
宮
崎
県
で
あ
り
な
が
ら
、
神
舞
の
特
色
で

あ
る
大
宝
の
注
連
な
ど
を
は
じ
め
御
講
屋
と
呼
ば
れ
る
大
が
か
り
な
舞
庭
を
設

け
、
夜
を
徹
し
て
神
舞
を
行
っ
て
い
る
点
は
特
筆
に
値
す
る
。

（
二
）
　
高
原
神
舞
の
起
源
は
中
世
期
に
遡
る
と
想
定
さ
れ
る
が
、
史
料
的
に
は
江
戸

前
期
で
あ
る
。
社
人
に
よ
る
神
舞
と
し
て
そ
の
伝
統
を
よ
く
伝
え
て
い
る
事
。

現
在
は
保
存
会
組
織
の
も
と
に
社
家
の
子
弟
や
地
域
住
民
の
子
供
達
も
神
舞
に

参
加
し
、
狭
野
で
は
「
花
舞
」
「
踏
叙
」
な
ど
、
祓
川
で
は
「
壱
番
舞
」
　
「
式
三
番
」

「
叙
」
「
箕
振
」
等
の
舞
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
三
）
　
祓
川
神
舞
の
「
門
境
」
は
、
唯
一
神
道
の
神
楽
改
革
の
影
響
が
見
ら
れ
る
他
、

神
楽
全
体
と
し
て
神
道
化
し
て
い
る
。
廃
絶
し
た
曲
目
も
あ
る
が
、
神
楽
の
変

遷
の
具
体
相
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
特
に
「
門
境
」
は
旧
薩
摩
藩
領

に
お
け
る
宿
借
り
曲
の
現
行
曲
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
。

（
四
）
　
芸
態
的
に
は
素
面
の
採
り
物
舞
と
仮
面
舞
か
ら
成
る
。
採
り
物
に
は
太
刀
（
剣
）
、

鉾
・
長
刀
な
ど
武
具
を
用
い
る
舞
が
多
い
。
特
に
祓
川
神
舞
の
「
中
人
（
十
二
人

叙
）
」
の
よ
う
に
ス
キ
ッ
プ
し
て
隊
形
を
変
え
て
し
ま
う
舞
は
、
極
め
て
地
域
的

な
特
色
に
富
む
。
又
、
錫
（
錫
杖
・
輪
鈴
）
を
用
い
る
な
ど
霧
島
修
験
の
痕
跡
と

思
わ
れ
る
採
り
物
も
注
目
さ
れ
る
。
一
方
、
仮
面
舞
も
少
な
く
な
い
が
、
神
面

の
者
が
出
現
し
て
舞
を
見
せ
る
も
の
が
多
く
、
問
答
神
楽
も
あ
る
が
演
劇
性
は

希
薄
で
あ
る
。
岩
戸
神
話
と
結
び
つ
い
た
仮
面
舞
は
極
め
て
少
な
い
。

（
五
）
　
神
舞
と
霧
島
信
仰
と
の
関
係
が
深
い
事
。
「
鉾
舞
」
「
田
の
神
舞
」
な
ど
霧
島
信

仰
を
反
映
す
る
曲
目
が
あ
り
、
他
の
舞
で
も
霧
島
山
を
錬
仰
す
る
神
歌
が
詠
わ

れ
て
い
る
。
又
、
狭
野
で
は
神
舞
終
了
後
に
霧
島
講
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ど
民

俗
学
的
に
も
注
目
さ
れ
る
。

（
六
）
　
狭
野
神
舞
に
使
用
さ
れ
る
楽
器
は
、
締
太
鼓
・
笛
・
鉦
（
摺
り
鉦
）
の
三
種
で

あ
る
。
神
楽
の
多
く
が
、
銅
拍
子
と
呼
ぶ
二
枚
の
薄
い
円
盤
状
の
鉦
を
打
ち
合

わ
せ
て
鳴
ら
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
狭
野
神
舞
の
場
合
は
、
念
仏
踊
系
統

の
大
き
く
重
い
鉦
で
、
南
九
州
各
地
の
太
鼓
踊
り
の
鉦
を
取
り
入
れ
た
可
能
性

も
あ
る
。
現
存
す
る
最
古
の
楽
器
で
あ
る
狭
野
神
舞
の
摺
り
鉦
に
は
、
寛
延
四

年
（
一
七
五
一
）
の
刻
銘
が
あ
る
。
し
か
し
、
狭
野
権
現
の
社
人
役
付
（
『
社
方
含

蔵
帳
』
）
に
よ
る
と
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
は
鐘
之
役
が
見
え
て
お
り
、
こ

の
鐘
が
摺
り
鉦
で
あ
っ
た
か
は
不
明
、
又
、
調
拍
子
役
も
見
え
る
事
か
ら
銅
拍

子
系
の
鉦
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
御
在
所
（
霧
島
東
神
社
）
の
場
合
は
、

享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
と
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
の
社
人
役
付
に
鐘
之
役

が
な
く
、
ど
ち
ら
も
調
拍
子
役
の
み
で
あ
り
、
現
在
も
銅
拍
子
系
の
二
枚
の
円

盤
状
の
鉦
を
使
用
し
て
い
る
。

（
七
）
　
神
楽
歌
の
歌
い
方
に
も
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
多
く
の
神
楽
で
は
神
楽
歌
を

歌
い
な
が
ら
舞
う
の
に
対
し
て
、
高
原
神
舞
で
は
立
っ
た
ま
ま
か
座
っ
た
ま
ま

・
静
止
し
た
状
態
で
神
楽
歌
を
歌
う
。
つ
ま
り
、
神
楽
歌
と
舞
と
が
整
然
と
別

れ
て
い
る
点
、
独
自
性
が
あ
る
。

（
八
）
　
高
原
神
舞
の
神
楽
面
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
神
楽
面
で
、
仮
面
史

の
上
か
ら
も
貴
重
で
あ
る
事
。
特
に
狭
野
神
社
の
神
楽
面
の
中
に
は
、
中
世
の

猿
楽
面
が
古
く
神
楽
に
取
り
込
ま
れ
た
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
祓
川
の
神

楽
面
は
出
雲
系
神
楽
面
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

以
上
、
総
括
と
し
て
高
原
神
舞
の
特
色
と
価
値
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
高
原
神
舞

最
大
の
価
値
は
、
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
神
舞
を
毎
年
行
っ
て
お
り
、
神
舞
に
関
係
す

る
人
々
が
、
神
楽
を
心
の
支
え
・
生
き
甲
斐
と
し
て
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
楽
が
活
き
活
き
し
て
お
り
、
形
骸
化
し
て
い
な
い
。
多
く
の

観
客
を
惹
き
付
け
て
い
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
狭
野
・
祓
川
の
神
楽
保
存
会

の
人
達
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
狭
野
神
社
・
霧
島
東
神
社
、
さ
ら
に
は
地
域
住
民
の

一
体
感
は
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
高
原
神
舞
が
高
千
穂

峰
の
美
し
い
山
容
と
共
に
、
い
つ
ま
で
も
永
続
す
る
事
を
祈
っ
て
筆
を
置
く
。

註
Ⅲ
　
都
城
島
津
家
文
書
　
（
『
宮
崎
県
史
　
史
料
編
　
中
世
二
』
）
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（14）（13）（12）（11）（10）（9）（8）（7）（6）（5）（4）（3）（2）（18）（17）（16）（15）

『
八
代
日
記
』
（
熊
本
中
世
史
研
究
会
編
　
青
潮
社
　
昭
和
五
五
）

木
脇
家
文
書
「
真
幸
院
記
」
（
『
宮
崎
県
史
　
史
料
編
　
中
世
二
』
）

『
大
日
本
古
記
録
上
井
覚
兼
日
記
　
上
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
　
岩
波
書
店
　
昭
和
二
九
）

永
井
家
文
書
（
『
宮
崎
県
史
　
史
料
編
　
近
世
五
』
）

「
旧
記
雑
録
後
編
二
」
（
『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
後
編
二
』
）

「
旧
記
雑
録
後
編
三
」
（
『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
後
編
三
』
）

木
脇
家
文
書
「
三
俣
院
記
」
（
『
宮
崎
県
史
　
史
料
編
　
中
世
二
』
）

「
旧
記
雑
録
後
編
四
」
（
『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
後
編
四
』
）

「
旧
記
雑
録
後
編
四
」
（
『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
後
編
四
』
）

『
宮
崎
県
史
料
　
第
五
巻
　
佐
土
原
藩
島
津
家
日
記
（
一
）
』

『
肥
後
国
史
料
叢
書
　
第
三
巻
　
南
藤
蔓
綿
録
』

永
浜
家
文
書
「
高
原
所
系
図
壱
冊
」
（
『
宮
崎
県
史
・
史
料
編
　
近
世
五
』
）

渡
辺
伸
夫
「
鹿
児
島
県
入
来
神
舞
資
料
」
（
『
演
劇
研
究
』
第
一
四
号
、
平
成
三
）
。
な
お
、
本
資
料
の
筆
者

は
押
領
司
兼
次
で
祁
答
院
町
蘭
牟
田
に
鎮
座
す
る
日
吉
山
王
大
権
現
（
日
枝
神
社
）
の
社
司
で
あ
っ
た
。

本
資
料
は
本
来
蘭
牟
田
神
舞
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
神
道
体
系
　
神
社
編
四
五
　
肥
前
・
肥
後
・
日
向
・
薩
摩
・
大
隅
国
』

『
宮
崎
県
史
　
史
料
編
　
近
世
五
』

『
宮
崎
県
史
　
史
料
編
　
近
世
五
』

永
浜
家
文
書
「
高
原
所
系
図
壱
冊
」
『
宮
崎
県
史
　
史
料
編
　
近
世
五
』

な
お
、
近
藤
喜
博
編
『
白
川
家
門
人
帳
』
（
清
文
堂
出
版
、
昭
和
四
七
）
に
は
、
狭
野
権
現
の
社
人
達
の
白

川
家
入
門
の
記
録
が
見
え
て
い
る
。
入
門
年
月
日
・
入
門
の
種
類
・
許
状
の
種
類
・
内
容
・
礼
金
な
ど

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
参
考
と
し
て
次
に
掲
げ
て
お
く
。

91

御
礼
五
百
疋

外
二
百
疋
役
方

萱
朱
取
次
中

同
日

一
、
同

神
拝
式

風
折
浄
衣

日
　
高
　
　
右
　
近

藤
原
　
貞
漑
州

同
社
々
司

同
日

二
　
同

同
上

御
礼
同
上

右
三
人
、
松
平
修
理
大
夫
殿
京
留
主
居
、

同
月
廿
七
日

一
、
同

神
拝
式
斗

御
礼
金
同
上

同
社
々
司

岩

　

元

　

　

兵

　

庫

藤
原
　
正
方

内
田
仲
之
助
よ
り
添
翰
持
参

同
社
々
司

旦
南
出
雲
　
藤
原
貞
次

出
願
　
中
次
　
岩
元
石
見

参
殿

日
高
右
近

日

向
　
　
囲
　
式
　
番

慶
鷹
三
年
八
月
廿
三
日

一
、
初
入
門
　
神
拝
式
　
奉
幣
式

諸
賄
郡
高
原

霧
嶋
山
、
狭
野
之
神
社
神
主

岩

　

元

　

　

石

　

見

解
除
式
　
［
㈲
胤
聞
］
－
此
分
員
外
他
　
　
　
　
　
藤
原
　
正
雄

神
僕
式
　
　
　
　
　
四
点
御
礼
三
百
疋
ヅ
1

許
状
　
冠
布
斎
服
　
　
　
　
　
　
外
二
五
拾
疋
ヅ
1
四
ツ
、
役
方

御
蔵
千
疋
　
　
外
二
式
百
疋
役
方

式
朱
取
次

右
今
日
紆
囲
出
立
之
処
、
出
雲
義
所
労

二
而
、
上
京
無
之
候
へ
共
、
御
相
博
之
義
私
共
よ
り
願
出
候
由
、
尤
蹄
囲
之
上
、

役
場
江
願
出
候
而
、
許
状
可
申
出
由
也

吉
川
周
平
「
南
九
州
の
神
楽
に
見
ら
れ
る
外
国
の
影
響
－
外
来
と
在
来
の
二
種
の
動
き
の
様
式
－
」

（
『
演
劇
学
』
第
二
五
号
、
昭
和
五
九
）
。
吉
川
氏
は
、
祓
川
神
楽
の
「
十
二
人
叙
」
の
よ
う
に
複
数
の
素
面

の
舞
手
が
、
躍
動
的
な
ス
キ
ッ
プ
で
陣
形
を
変
え
て
し
ま
う
舞
を
、
仮
に
（
カ
ン
ス
イ
型
の
舞
）
と
名
付

け
、
こ
の
様
式
の
舞
が
南
九
州
の
周
辺
や
日
本
全
土
に
見
ら
れ
な
い
事
か
ら
、
霧
島
山
麓
の
祓
川
に
、

外
国
（
朝
鮮
）
の
芸
能
の
新
し
い
様
式
が
も
た
ら
さ
れ
て
、
（
カ
ン
ス
イ
型
の
舞
）
の
様
式
が
作
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

祓
川
神
舞
の
芸
態
に
関
す
る
先
駆
的
な
研
究
で
あ
り
、
右
の
仮
説
は
重
要
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

氏
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
検
証
は
不
十
分
で
あ
る
。
吉
川
氏
が
指
摘
す
る
「
今
後
の
学
際
的
な
南
九
州
の

総
合
研
究
と
、
周
辺
の
国
々
の
芸
能
の
現
地
調
査
」
が
課
題
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
成
果
に
期
待
し
た

＼

－

　

○

ヽ
1
′
Y
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附
論
　
神
楽
と
神
舞
に
つ
い
て

南
九
州
に
お
い
て
神
楽
と
神
舞
は
、
広
義
に
は
同
じ
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
文
献
史
料
の
上
で
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
次
に
示
す
史

料
は
、
「
庄
内
地
理
志
」
所
引
の
宮
崎
県
都
城
市
の
兼
喜
神
社
文
書
で
あ
る
Ⅲ
。

ヽ　　　　　　ヽ　　　　ヽ

御　着御
馬
定
　
若
宮
八
幡

御
拝
進
物
納
所
之
事

一
太
刀
等

物
類

一
御
寄
進
物
之
入

寄
進
物
之
青
銅
胃
㌍
錮
琵
譜
摘
編
者
也

度
別
請
取
可
被
申
状
如
件

一
、
神
舞
・
神
楽
等
之
料
物
、

文
禄
四
乙
未
五
月
吉
日

別
当
坊
勝
蔵
院

鎗
主
　
園
寿
坊

錐
為
馬
・
太
刀
・
等
、
正
祝
子
請
取
可
申
者
也

時
久
判

三
久
判

若
宮
御
笠
懸
は
　
忠
虎
様
御
代
二
而
候
年
々
被
遊
候
中
二
御
弓
筋
二
付
御
立
願
茂

有
之
侯

祁
答
院
之
御
鎮
座
内
申
領
本
復
井
忠
真
一
乱
御
勝
利
之
御
祈
祷
と
し
テ
御
神
舞

御
神
楽
勝
軍
之
法
時
々
為
被
仰
付
侯
由
社
司
伊
賀
事
宮
之
城
よ
り
東
霧
島
御
陣

江
罷
立
往
来
十
七
度
二
及
候
よ
し
古
き
鐙
文
瀬
尾
家
へ
路
護
い
た
し
候

「
神
舞
・
神
楽
」
「
御
神
舞
御
神
楽
」
と
あ
る
よ
う
に
同
じ
文
中
に
お
い
て
区
別
さ
れ

て
い
る
事
が
わ
か
る
。
旧
薩
摩
藩
内
で
は
、
神
楽
（
狭
義
）
は
、
奏
楽
と
神
歌
と
内
侍

舞
（
巫
女
舞
）
と
か
ら
な
る
曲
目
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
神
舞
文
書
の
番
付
（
次
第
）

な
ど
で
は
、
単
に
「
神
楽
」
「
御
神
楽
」
と
記
さ
れ
る
が
、
神
社
文
書
（
『
神
社
誌
』
や
『
止

上
神
社
明
細
書
』
な
ど
）
で
は
、
「
御
神
楽
内
侍
舞
」
「
内
侍
舞
御
神
楽
」
と
記
さ
れ
る
事

が
多
い
。
御
神
楽
は
内
侍
舞
を
伴
っ
て
い
る
も
の
で
最
も
重
要
な
神
事
舞
と
言
っ
て

サ

サ

ゲ

ノ

ツ

ト

　

ヘ

イ

ハ

ク

惣
而
諸
神
社
祭
礼
之
節
者
、
別
当
社
僧
読
二
諦
経
本
ヲ
一
、
太
夫
者
捧
祝
答
・
幣
南

ス
ズ

ヲ
、
勤
紳
者
鳴
二
調
拍
子
ヲ
一
、
吹
レ
笛
、
叩
二
太
鼓
一
、
内
侍
者
着
レ
嘩
振
レ
壁
、
奏

カ
ク
ラ

レ
神
楽
ヲ
、

と
あ
る
よ
う
に
神
楽
は
内
侍
舞
の
事
を
指
す
。
こ
の
神
楽
（
内
侍
舞
）
に
続
い
て
、
一

番
舞
・
神
師
な
ど
数
番
の
舞
式
を
伴
う
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
舞
を
カ
ン
メ

（
神
舞
い
）
と
す
る
見
方
も
で
き
る
が
、
・
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
『
神
社
誌
』

に
「
内
侍
舞
御
神
楽
有
外
ハ
神
楽
無
之
」
や
「
内
侍
舞
並
一
番
舞
ヨ
リ
七
番
神
楽
有
之
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
舞
で
は
な
く
、
一
連
の
舞
も
神
楽
な
の
で
あ
る
。
曲

目
と
し
て
の
神
楽
で
は
な
く
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
神
楽
舞
を
意
味
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
神
楽
に
対
立
す
る
神
舞
の
概
念
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
神
楽
（
内
侍
舞
）

や
そ
の
他
の
神
楽
舞
は
、
原
則
と
し
て
舞
殿
で
行
わ
れ
た
。

舞
殿
で
行
わ
れ
る
神
楽
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
庭
上
で
行
わ
れ
る
神
楽
が
あ
っ

た
。
そ
れ
が
神
舞
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
神
舞
は
、
狭
義
の
「
神
楽
」
や
神
楽
舞
も

含
む
も
の
で
、
あ
る
目
的
の
た
め
に
大
宝
の
注
連
の
願
が
あ
り
、
そ
の
祈
祷
の
た
め
、

も
し
く
は
願
成
就
の
場
合
に
願
果
し
と
し
て
行
わ
れ
る
大
が
か
り
な
神
楽
（
大
神
楽
）

の
事
で
あ
る
。
大
宝
の
注
連
を
立
て
た
り
、
祭
場
の
規
模
や
荘
厳
な
ど
全
て
に
渡
り

盛
大
に
な
る
関
係
で
、
狭
い
舞
殿
で
は
な
く
庭
上
を
祭
場
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

神
楽
と
神
舞
を
区
別
す
る
の
は
、
そ
の
執
行
形
態
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
神
楽
も
神

舞
も
臨
時
の
立
願
に
よ
る
も
の
と
例
年
恒
例
の
も
の
と
二
通
り
あ
る
事
も
共
通
し
て

い
る
。
神
楽
と
神
舞
は
本
質
的
な
相
違
点
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
そ
の
執
行
（
奉
納
）

形
態
の
違
い
が
両
者
を
分
別
さ
せ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
こ
に
は
神
楽
と
神
舞
に
つ
い

て
小
兄
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
さ
ら
に
厳
密
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

註
Ⅲ
　
『
都
墾
巾
史
　
史
料
編
　
近
世
1
』

∽
　
『
枕
崎
市
史
』
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